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租税利益説の生成

北 傑喜代治

I 租税根拠論の問題状況

なぜ人々は租税を支払うのか，なぜ同家ほ人々から租税を徴収するのか.といろ問題，

すなわち，租税根拠の問題は，現在では財政学の主要問題の一つであることをやめたか

に見える。租税根拠の問題は，全く姿を消してしまってはし、ないとしても，ただきわめ

てわ Fかの財政学の教科書の中で細々と残存しているにすぎない。なぜこのような事情

が生じたのであろうかつ われわれはなぜ租税を支払うのかという問いは，もはや発せ

られる必要がないのであろうか下 また租税根拠論に少しでも言及している論者たちは，

一致して，租税利益説はもはや過去の教説となり，現在では租税義務説が支配的である

と述ベてし、る))。 しかし， この変化を理論的に解明しようとしてし、る論者はほとんど皆

無に近い。したがって問題は二重である。すなわち，第 に，われわれはなぜ租税を支

払うのがれ寸和税根拠の問題であし第二に，支配的教説が利益説から義務説にとっ

て代ったということが事実ならば，この推移はなぜ起ったのか，そして現在なぜ人々は

租税根拠を問題としないのかという租税根拠論の問題である。第 の問題は，第二の問

題が解明されてはじめ1効果的な解決を与えられるであろう。われわれがιとでとりあ

っかおうとするのは，この第三の租税根拠論の問題である )'0

まず，現在の財政学において，租税根拠及び租税根拠論がどのように扱われているか

をーベつしておく必要があろう。

第一~=.租税義務説を積極的に主張しようとする立場がある。やがて明らかとなるよ

うに，租税根拠をともかくも積極的に論じようとしてし、るのはこれらの論者だ吋である。

彼らによれば，租税は国民の国家に対する崇高な義務であって，利益説の教えるような，

国家の保護から個人がうる利益の対価ではない。ここでは，国家は倫理化され実体化さ

1) 小中学校の教科書においては，むしろ利益説的説明がなされているようにみえる。もちろん，
日本国憲法第四条は， はっきりと納税の義務をうたっている。が問題はなぜ憲法にそう明記し
なけれぼならないかということである。

2) 念のためにつけ加えておけば，ここでとりあげても、るのはj 租税根拠論であってJ 租視配分原
則論ではなも、d との区別は，それほど閏明のことではないらしし多くの論者は，能力説を導き
入れることによってJ しばしば両者を福岡してしまう。能刀説が決して根拠論の ったりえない
ことはj 主出能力が支出の理由とはなりえないことをみれば明らかである。とり混同町一例正し
て次ぞみよ u 大畑文七「租税国家論」昭和9年，有斐閣.85. 92ベージ。
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れ，国家は人類共同生活の最高形式であると称されE。極端に進めば，個人は国家の神

聖な目的の達成のための手段とならねばならない。国家の目的は決して個人の目的によ

って限定されているのではなし、。己のように主張する義務説においては，しばしば円、

かにしてうまく租税を徴収するか」という統治術的側面が棋のまま表面にでている場合

泊まある"。

第二は，折衷的立場とでも呼ぶべきものである。彼らは義務説なり利益説なりを積極

的に主張よることなし過去の有力な諸教説を任意にとり出して，その教説の歴史的背

景を無視しつつ，ぞれι壱現代的に とし、う上り時代錯誤的に 修正もし〈仕合成

しようとしているだけである。この立場も，結局のところ，折衷主義の常として，第一

の立場と同じくし，現状の追認と弁護以上lにごはでることができないようにみえる心

第三は'租税根拠論を全く無視してしまう立場である。つまり，租税根拠論が財政学

の範鴫に入ることそ認めないのである。ここでは，財政学とは国民所得論の一部であり，

財政政策のみが問題である。彼らは，政治的なものと絶縁し，自己の対象チただ撞術的

なものに限定しようとするのであるが，社会科学は決して単なる技術に化してはならな

いことは明らかであろう。

第四は，租税根拠論告歴史的批判的に検討しようとする立場である。すなわち，ある

根拠論の生成衰退を，その理論の背景たる現実の政治的経済的変容との関連のうちに把

握しようとす志のでおある。われわれも，今との立場に立って，この方向での究明にカを

注ぎたいと考えてし、るわけである九

さて，われわれがこれからこの小論で検討しようとするのは，租税根拠論のうち，と

くに租税利益説の歴史的変容の追跡 Cめる。租税義務説がドイツで土配的であったのに

対して，との租税利益説は近世イギリスやフヲ γスで展開したと一般lごいわれているぺ

つまり租税利益説の生成は，資本主義の発生，したがってまた租税国家の成立や協賛議

会の成立E同時なのであるが，それらが単に同時であるだけでなく，相互に密接な関連

3) 代表的例として次をみよ。神戸正雄「改訂酎政学講義J昭和31年，有斐閣， 214-223ベージ。
神戸博士はこ ζ で道義的根拠諭の「実益」そも説L、口、る。

4) 代表的なものとして抗をみよ。岡野鑑記「財政学方法論」昭和36年酒井書倍， 138-140， 181 
ベージ。 S.F. W 出 tOl!， Princi戸e~' 01 Justi印刷 T山叫ωn，19日， pp. 19-42， esp. 26-28， 
「個人の見地からは租税ほ『貢納凶 contributionであり，政府の見地からは『徴収Jlcollection 

であるJ(p. 46)。
5) 武田隆夫遠藤湘吉大内力「近代財政の理論」昭和30年，時潮社， 172-175， 189-191ベ

ジロ島恭彦「財政学概論」昭和38年J 岩法書官， '81-87ページを害賠。
6) もとより， 租税利主主説はギリシヤの時代にすでにみられているといわれるが， われわれはそ

とまで誼のぼらとLい。その理由lよ'"文から明らかであろう。 また E. Seligm叩 ，Progressive 

Taxation四 Theo叩側dP叩 ictic8，1894， pp. 87-129 には利益説を主張したとみなされる人
々が七リグーィン式に列挙されている。
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があることは，それらを成立させてい志基礎的諸概念がほとんど共通であることをみて

も明らかであろう。すなわち，独立した自由な個人，天賦の権利としての財産権，人間

の平等，契約にもとづく国家，人民主権，等々というような概念がそれである。そして

直ちに気づくであろうように，これらの諸理念は，また社会契約説の諸理念と呼ぶこと

ができょう。実際，租税利益説と社会契約説は資本主議の形成期の教説として，互に関

係し合っており，その運命を共にしている ξいってもいいであろう。

われわれは，この租税利益説が，ホップズとロヲグとスミスのうちにおいて，し、かな

る変遷をたどるカを明らかにしようとするのであるが，との三人だけをとりあげること

については，少し説明を要しよう。まず先進資本主義国であるイギリス一国に限定する

ことは，思想の変化を現実とのつながりにおいて検討するのに好都合であろう。そして

次に，ホップズはまず市民革命壱代表するであろう。この時代は消費税の導入などと共

に近代的課税の開始期であり，同時にイギリス資本主義発生期の重要な時期でもある。

ロァグは名誉苧命を代表するであろう。イギリスはどのとき以後，ぞの経済的発展にふ

さわしい政治構造壱えて，急速に資本主義的発展の道をたどるのである。そしてスミ λ

は，やがてはじまる産業革命を暗示するであろう。資本主義の矛盾が徐々に現われ始め

る一方， 1799年には，まもなく近代的租税の王位を占めるはずの所得税が導入されるで

あろう。もちろん，この三人にのみ視野を限定することは多〈の失陥を生むことをまぬ

がれないであろうが，筆者の能力の限界上，さしあたりやむをえない。

吉て，以下の租税根拠論の問題の歴史的解明の試みは，それが成功するならば，現時

点での租税根拠の問題の解決への手がかりを与え，また大衆課税や公正原則などの諸問

題へも光を投げるであろうという期待の下になされる。

E 租税利益説の萌芽 ホヴプズ

租税根拠論を検討するためには，まず，それを成立させている社会哲学の分析が必要

であることはいうまでもなし九しかし，たとえば，ホップ守ズ壱とりあげようとしている

現存の場合，彼の政治哲学を根源から耳構成して行くことは，し、かに重要だとはし、え，

われわれの目的にとっては，廻り道としてもいささか遠すぎるし，またその仕事は筆者

の能力をこえている。したがってここでは，ホップズの社会哲学のうち，租税根拠論に

直接的に関係すると考えられる側面のみがとりあげられるにすぎなし、。

周知のように，ホザプズにおいては，まず精神的ヒも肉体的にも平等な能力を持った

個人が，万物に対する自然権を持ち，したがって互に相争っている状態，すなわち，自

然状態が前提されるが，これらの個人は，自己の安全を確保し平和に生きるために信約

を結び，各人が自己の一切の権利を同時に一つの主権者に与える。これがコモンウェノレ
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スの成立の事情である九 とれほど簡単な要約のうちにも， すでに，中世的社会観ぞ破

壊するに足る重要な理念が，したがってまた近代社会理論を構成するに十分な要素が含

まれており，更にまた，それ故に，近代的租税論の基礎範暗も宕取きれるようである。

ま「ホップズの個人は，もはや中世的な身分序列制の中ι固定的にはめ込まれ，全てが

天 kの神の 点に収れんして行〈犬調和の世界の中に埋没し，神から与えられた義務の

鎖の中で自己壱失っているのではなし反対に，個人の力が一切であるような万人対万

人の戦いの世界の中で，押なしに独立し孤立し，自由で平等であり，そして彼自身で一

個の光結した人格なのである。そしてこの個人たちは，互に信約を結び国家を形成する

が，この個人と国家の聞には，家族も教会もなく，個人が今まで埋没していたはずのあ

の共同体の暖い寝床もなく，個人は今や直接的に国家と対崎しているのであるh した

がって，との国家もまた，人間が合目的に形成した人為的構築物であって，決して人聞

に先立ち， 人聞の上に外部から与えられたものではなし、。 まさにホップズにおいて，

「近代人の形成P がなされたのであった。

きて，このようなホザプズの社会理論は，租税根拠論といかに関連するのであろうか。

まず租税利益説が内包しているような租税の自発的責納の理念は，平韓で独立し自由な

権利主体のないところでは存在しえないであろう。人閣の平等がないならば，租税の公

正という概念も正確には成立Lえないはずである田 G. また人聞の平等の不在は，中世

におい町例証されているよろ叫に，租税支払いの強制を結果するであろう。また人聞が

自由な権利主体でないならば，自己の所有物の一部壱みずからの決定によって租税とし

て提供することはできないにちがいなし」同時に，自己の所有物という観念自体が新し

いものであるといえよう。さいごに，ホップズの国家は，独立した個人の合意によって

形成された以上，困家の任務は最初の合意の目的に限定されざるをえないであろう。だ

から，個人は国家がその回的音果すために必要な経費を自発的に支払うのは当然である

7) T. Hobbes， Lev~athan ， 1651， E;verymans ed.， pp. 63-66; 87-90， et p悶"例 水田洋訳
「リヴァイアサン」岩世士庫 (1). 199-208ベージ (2). 27-36ベージ J その他の個所。

g) 松下圭 「市民政治理論の形成」昭和34年j 岩世書席， 38ベージ。社会契約説の宗教的問題
との関連については H. Laski， "Social Contract"， in the Encyclot山 dia01 the Sndal 

Sci同 ces，Vol. XIV， pp. 127-131 社会契約説の慨観のためには， J .W. Gough. The 50ωal 

Conかact，1936， Oxford， [2nd ed.. 1962) また.cf. G. P. Gooch， Political Thnughts in 

Engl酎 d.-Bacon to Halザax，掴豊彦弁味準之輔訳「イギリス政治思想J1.岩波現代叢書参
照。

9) 7J<田洋「近代人の形成」昭和 29年 東京大学出版会。なお小論がこの著書に負うところぎわ
めて大きい』ことに求書 92-134ベ ジ内

10) むろん，租税の公正という概念ほど身勝手に使用されているものはない。 cf.L. Eisenstein， 
The Ideologies 0/ Taxation， 1961. pp. 147-177 

11)島恭章「近世租税居、想史」昭和 13年，有斐閣.54-58， 66-72 ""ージ。
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ところが，とれもまた周知の土うに，ホップズの国家は，今述べたような個人の単な

る手段にとどまっているのではなかった。なによりもまず，全ての個人は自己の 切の

権利を国家に与えたのであれかくして国家は万能であり，ーうのりずァイアサ γであ

る。個人は自分の力によって国家を形成したにもかかわらず，国家は今や人間壱超越す

る。国家はあらゆることを決定し，為しうる問。個人の手段たるはずの国家が絶対権方

として現れねばならないというホザプズのこの矛盾は，次のように説明されている。す

なわち，ホップメι7品、ては，労働による生産という概念がないために，各個人の万物

への自然権の並存は万人闘争の状態骨結果せざるをえなくなれまたこのことは，この

社会が自立的に自己展開壱とげるであろうこと号証明するはずの経済学が未だ成立して

いないというととであわしたがって，独立的な個人を一つの国家社会へ結合するため

には p 強力な政治的権力が必要であった同，と。 とすれば，ホヲブズの個人は未だ己に

ふさわしい外部的条件を持っていないうちに生まれたのだといえ上う。「自由な一臣民」

ということばは形容矛盾であれナンセンスである刊 とホッフーズはいう。

かくして，ホップズの個人は，個人だけをとり出してみるかぎり，租税刺益説を担い

うる十全の資格を有しているとはし、え，ひとたび命がけの賭によって国家壱形成するや，

彼は，全能の主権者の隷従民にすぎないのであるから，ホ y プズの政治皆学の全構造は，

おそらくその中町個人の性格的故;ではなくて，反対にその中の国家の枠格の故に，租

税利益説を担うには不十分であるといわなければならないように思われる。

さて，以上のととを念頭において，彼の租税論争具体的に検討してみよう。

ホップズはいう。 r主権者によヮてなされる人々の財産への諸課税は，主権が人々の

ために維持している干和と防衛の代価以外のものではない則。」また「主権者の権力に

よ勺て人民に課せられる諸賦課は，個人が種々の業務や仕事をなすのを防衛するために

公共の剣を保持している人々に当然支払われるべき賃金にほかならない則。」ホヴプズ

の国家の絶対主義的性格に対応して，ここにおいても，人民の支払いの側面よりも，主

権者の徴収の側面が強〈正面に押し出されてし、るとは， 'え，やはり租税が;利益説的に説

明されていることは疑いえないととろであろう。ホヅプズはここかιすぐ続いて次のよ

うに主張する。 rで，各人がそれによって受ける利益は生命の享受であれその生命は

1~) T. Hobbes， op. cit.. pp. 90-96，水間訳， (2)， 37-54ベージ。
13) 水田詳，前掲書， 116-134ベジロ
14) T. Hobbes， op. cit，. p. 20， 7](回訳， (1)， 86ベージ。また7);EB洋，前掲書.289-291ベージ

参照。
15) T. Hobbes， The Element.s 0/ Law， 1650， 188.9 ed.， p. 140 
16) ditto. L四 臼than，p. 148.水田訳， (2)， 288ベジ。
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貧者にも富者にも等しく高価なのであることをみれば，貧者が自分の生命を防衛しても

らっている人々に負うていE債務は，富者が自分の生命の防衛のために負うている債務

と同じである。ただちがうのは，富者は貧者の辛仕をうけ tいるからg 自分自#の人格

に対してだけでなしもっと多くの人格に対しての債務者であることだけである。ぞれ

が考慮されるなら，課税の平等は，むしろ消費されるものの平等にあるのであって，そ

れ壱消費する人格の平等にあるのではない問。」さらにまたホップズは，消費に課税きれ

ないならば，勤勉な節約家の方が怠け者の浪費家よりも重課されることになって不公平

である耐という。このようにホクプズは，国家の保護の対象を生命とみる則前提に立っ

て，まず生命の等価性は平等な租税を要求するということを正しく演鰐しつつも，富者

は召使いの生命の分までも支払うと述べることによって，富者が貧者よりも多く支払う

ことになるだろうことを暗示するや，そこから強引に消費に応じる貢納を結論するので

ある。だから， rホヴ Jズの保護理論と，課税の基準としての消費の理論」との聞の「論
9 

理的連関J20
)を問題正することもで2'ょう。だが，ぞろ Lt'数量的対応の正確性「劣らず

重要なことは，ホップズがそこで直ちに，倹約家と浪費家の区別壱持ち出してし、ること

であろう。もし租税が国家による個人丹生命の保護の代価であるならば，そこに倹約家

と浪費家の区別の入り込む余地は全くないであろう。しかしなお重要なこ Eは，ホップ

ズが消費税を推奨したあとで次のように述べていることであろう。 rそして，これはも

っとホ公正であるばかりでなしもっとも感づかれにくいものであ h ぞれ手支払奇人

人の心にもっとも嫌な気壱起させないもののように思われる。なぜなら，自分が過重に

課税されていると考えることほど，まえニ，彼らのうちやむ隣人が，その故に自分をばか

にしてし、5と考えることほど，公共に対して貨幣を手離すことの苦痛壱悪化させるもの

はないからである。そしてこれが，彼ら守して反抗したU、気にならせ，また〔こうした

反抗が不幸を生んだあとでは〉反乱を起したい気にならせるのである叫。」だから，ホッ

プズにとっては，ベティにとってと同じし 「もっとも容易に目迅速に，しかも知ιず

17) 10(;. cit.，同個所。
18) ditto， The Elemenls of Law， p. 181 

19) ホップズが骨謹の対象そ生命だけとみていたのではないことは a 各所から推察しうる。たとえ
ば，Leuiathan， pp. 74， 130-134.水田訳， (1)， 228-229-'ーシ， (2)， 145-158ベージ。 したが
ってzホップズはある意味で不誠実といえる。抗を参照ロ山崎怜p スミス財i&思想の基礎覗角，花
戸龍蔵博士古稀記企論文集「財政学の課題」昭和37年，千倉書房所収， 599-601ベ ジ。及ぴ，
同財政恩習と肘位陣筑大泉行睦博士逝U世記吉:論文集「経済政策の現代的課題」昭和 38年，勤
草書房所収 99ページ。なお小論がこれらの論文及び同署者の也の諸論止:に負うところきわめて
大きし、。

20) s. F 、iVeston，op. cit.， p. 82 
21) T. Hobbes， The Etements of'Law， pp. 181-182 
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知らず伐うちに」叫組税を徴収するということが重大問題であったにちがいない。ホザ

プズは(そしてベティも〕なぜこのような消費税を擁護しなければならなかったのか，

またそれは，現実とどんな関連を持つのだろうか。

「内乱は，およそ 3世紀にわたってイングラ〆ドそ支配して来た財政制度の最終的崩

壊をもたらした同。」とケネディは述べている。 この「崩壊j壱あとづけ， その後の再

建をたどることは，ことでは不可能である。ただ，この過程において，はじめて近代的

消費税が財政制度の中に根をおろしたことだけを記しておこう。そして [17世紀には，

課税理論の論議は主として消費税を中心として行なわれた」刊のなら. 1651年kロ Y ド

ンで出版された「りヴァイアサ γ」の著者の消費税論もその論議の重要なー環であった

にちがいない。

ところで.1642年以降におけるとの消費税のピムによる導入及び拡大がし、かに激しい

反対論と民衆の反対運動ぞ呼びおこしたかは，多くの論者の 致してみとめているとこ

ろであろう。との税は「不公正で言語道断なものJ. [ドレイの表章]と呼ばれ， 1647年

には暴動が起れ議会は説得と威嚇をおりまぜた声明を発表する。ダウェノレは，この事

イ育について. [貴1Iをつぎつけて導入されたのだといっても誇張ではなも、J20lという有名な

評言を与えてし、る。

ではなぜ，当時の財政難の解決が. Iまかの収入源ではな〈て，まさに消費税という形

態をとったのであろうか。大衆の負担となる消費税の導入という事実は歴史の逆行壱示

しているの七あろうか。セリグマンは，土地階級と産業時級の勢力均衡という点から，

負担が大衆の方へかけられた事情を説明するがベ その負l担が間接消費税の形態をとら

ねばならなかった理由の 半は，おそらく商品流通の一般的進展という消費税の存在条

件ぞのもののうち仁見るべきなのであろう。王領地収入がもはや不合理な収入形態であ

るならば，消費税は新しく生まれつつある経済体制にまさに適合的な収入形態であろ

う2九 とすれば，資本主義の夜あけにおいて，消費税が本格的k導入され，次々と拡大

22) W. Petty， Economic W円 t叩gsof Sir Wuliaヶm PeUy， Hull ed.， 1899. Vol. !， p. 38 
23) W: Kcnnedy， E似glishT，山 ation，1640-1799， 1913 (rep. 1954J. p. 18 
24) Ibid.， p. 51 
25) S. Dowell. H，町向叩 ofTaxation 削 dTaxes叩 E何 gland，2nd ed.， 1888， Vol. !I， p. 11 

この時代の財政 租税関車については上記の K，町田dy，Dowellに主として依る。 J.Sinclair 
Tke H，“"叩 01tke P叫 licR叩 剛 山 ofthe B円陥hEmp~re. 3rd ed" 1803， 1tぴ浜林E夫
「イギリス市民革命史」昭和34年j 未来社をも毒照。

26) E，_ R. A. Seligman， Essays in Taxatioff， 10th ed:. 1925， p. 5. Also cf. ditto， The 
Income Tax， 2nd ed.， 1921， pp. 11-12. 

27) この時代の情費税の性格に関しては問題のあるところである。さしあたり次をみよ白石坂昭雄i

租税制度の変革.r西洋経済史講座J. ，所収j 昭和田年j 岩波書出.161-196ベージ。同，イギ
リス名誉革命期における内国消費税の意義.r土地制度史学J13号所収， 6-27ベータ。問題はj

初期産業資本が消費税を欲したか宥かと U、う ιとCある白
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されていったというととは，政治的には一種の歴史的逆行にみえようとも，他方では，

その経済体制の本質の点から見れば，むしろ反対に歴史的必然ともし、うべきであろう則か

さて，以上の点を考慮に入れてみれば，今やホマプズの基本的立場と客観的役割は明

らかであろう u 個人から出発したこの政治哲学者も，今は主権者の立場に立ち，し、かに

してうまく租税を徴収するかに苦慮しているのであるべ倹約家と浪費家の区別や，種

積の直接税の不合理性の攻撃や消費税の推奨のうちに，われわれは，何よりもまず彼の

貨幣徴収技術論の包括性をみるべきであろう。同時に，ホップズがこう論じているとき炉

他方では消費税にかんする重要論点の多くを先取し y コ，消費税に対 jる理論的組織的

かつ根本的反対論を提示した人々の一団があった叫こと k注目するととは，ホヲプズの

政治的立場を更に鮮明ならしめるであろう。

結論的l口、えば， したがって，われわれはホッフ@ズを未だ十全の意味での租税利益説

の主張者と呼ぶことはできない。彼の国家は個人に対して余りにも全能でありすぎると

いうことがその最大の理由である u しがし，なおそれに加えて，次のことがし、いえよう。

第ーに，彼は，富者が彼の召使いたる貧者の人格の分までも支払うと L、うことによって，

召使いたる貧者がみずかち租税を支払う一個の独立した人格であるととを拒否したので

あれこのことは，ホヅブズの人間平等論への重犬な挑戦であろう。人聞の平等がなけ

れば，真の意味の契約もなく，租税協賛問題も展開されえないであろう。第ーに，ホグ

プズは，消費税推奨の最大の理由と Lて，ぞれが人々仁対してもりとも容易で感じられ

ず，不平を起こすことがもっとも少ないこと号あげたのであるが，この態度は，租税l'

益税の予想する態度とは正反対のものである。租税 f~主主説の立場からすれば，そのよう

な租税は最善であるどころか最悪のものでなければならない。なぜならそのような租税

仕，人民の監視の眼を容易にのがれることによコて，統治担当者の怒意の跳梁を許すこ

とになろうからである。歴史土の事実としてみても，類似したことが， 1625年，まさに

チャーノレズ1世の即位のさいに，議会と国王との聞に起っているのである叫。

かくしてわれわれは，ホヅプズのうちに，租税利益説の繭芽形態壱みることで満足し

なければならない。たしかに，彼の個人は，それどけそとり出 Lてみれば，租税制益説

ZBj もちろん イギリスの消街税が， Iことえばフランスのような惨たんたる結果を生まず，また消
費税反対運動が決定的な政治的危オ機をもたらすほどのカを結集しえなかったという ζ とに関して
は イギリス資本主義の急速な発展を考慮に入れなければならないであろう。品恭彦前掲書j

173-174ベージ参照。
29) 山崎陪』肘政思想と財蹴位主主， 97:-100ベージ審照。
30) Wolfe， Levelle1'S M.酎I~festoes ， p. 270 松川七郎「ウィリアム・ベティ」上巻，昭和 33年，

岩波書庖. 89-90ベージに引用されているレグェラ ズの梢噴税反対論。なお本書の 74-95ベー
ジには内舌L時代の公収入問題が示唆伊Jに要約されている。

31) S. Dowell， op. cit.， Vol. I， p. 191 
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知らず伺うちに」叫租税を徴収するということが重大問題であヲたにちがいない。ホヲ

プズは(そしてベティも〉なぜこのような消費税壱擁護しなければならなかったのか，

またそれは，現実とどんな関連を持つのだろうか。

『内乱は，およそ 3世紀にわたってイングラジド争支配して来た財政制度の最終的崩

壊をもたらした叫。」とケネディは述べてし、も この「崩蝶」をあとづけ， その後の再

建壱たどることは，ここでは不可能である。ただ，この過程におし、て，はじめて近代的

消費税が財政制度の中に根をおろしたことだけ壱記しておこう。そして i17世紀には，

課税理論の論議は主として消費税を巾心として行なわれた」刊のなら， 1651年にロソ ド

ンで出版された「リヴァイアサン」の著者の消費税論もその論議の重要な一環であった

にちがし、なし、。

ところで.1642年以降におけるこの消費税のピムによる導入及び肱大がし、かに激しい

反対論と民衆の反対運動を呼びおこしたかは，多〈の論者のー致してみとめているとこ

ろであろう。この税仕「不公巨で言語道断なものJ.iドνイの表章」と呼ばれ.1647年

には暴動が起り，言語会は説得と威嚇をおりまぜた声明を発表する。ダウェノレは，この事

情について. r責lをつきつけて導入されたのだといっても誇張ではなU、」叫という有名な

評言壱与えてし、る。

ではなも当時の財政難の解決が，ほかの収入源ではな〈て，まさに消費税という形

鵡をとったのであろうか。大衆の負担となる消費税の導入という事実は歴史の逆行を示

しているのであろうか。セリグマンは，土地階級と産業階級の勢力均衡という点から，

負担が大衆の方へかけられた事情を説明するが聞， その負担が制接消費税の形態をとら

ねばならなかった理由の一半ほ，おそらく商品流通の 般的進展という消費税の存在条

件そのもののうちに見るベ雪なのであろう。王領地収入がもはや不合理な収入形態であ

るならば，消費税は新しく生まれつつある経済体制にまさに適合的な収入形態であろ

う問。 とすれば，資本主義の夜あけにおいて，消費税が本格的に導入され，次々と拡大

22) W. Petty. Econor，訓c;Writings of Sir William Petty. Hull ed.， .1899， Vol. 1， 'p. 38 
23) W~ Kenncdy， English Ta.'fat刊紙 1640-1799，1913 (rep. 1954)， p， 18 
24) Ibid.， p_ 51 
25) S. Dowell， HistoげのlfTaxation酬 dTaxes 四 E旬Rland.2nd ed.， 1888， Vol. II， p. 11 

この時代の財政ー租税問題については上記の Kennedy，Dowellに主として憤る。 J.Sinclair， 
Thf! T-fisto叩 0/the Public Re旧制ω ofthe B吋 tishEmpi1'e， 3rd ed.， 1803， 及び浜林正夫
「イギリス市民革命史」昭和34年，未来社をも参照0

26) E.. R. A. Seligman. E田町S 四 Taxat~on ， 10th ed:， 1925， p. 5. Also cf. ditto， The 
!nr;ome Tax， 2nd ed.， 1921， pp. 11-12 

27) この時代の消費税の性格に関しては問題のあるところである。さしあたり次をみよ。右坂昭雄，
租税制度の変革， r酉洋経済史講座J，.所収，昭相 35年j 岩波書白 16ト196ページ。同，イギ
リス名骨革命期における内国消費税の意義， r土地制度史学J13号所収， 6"27へージ。問題は，
初期産業資本が消費税を視したか杏かとし、うことである。
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されていったということは，政治的には一種の歴史的逆行にみえようとも，他方では，

その経済体制の本質の点から見れば，むしろ反対に歴史的必然ともいうべきであろう則。

さて，以上の点を考慮に入れてみれば，今やホサプス:の基本的立場と客観的役割は明

らかであろう。個人から出発したこの政治哲学者も，今は主権者の立場に立ち，し、かに

してうまく租税を徴収するかに苦慮しているのである叫。倹約家と浪費家の区別や，種

種の直接税の不合理性の攻撃や消費税の推奨のうちに，われわれは.f可よりもまず彼の

貨幣鍬収技術論の包括性をみるべきであろう。同時に，ホップズがこう論じているとき，

他方では消費税にかんする重要論点の多〈を先取しコつ，消費税ι対「る理論的組織的

かつ根本的反対論壱提示した人々の 団があ勺た叫こ止に注同する亡 とは，ホヅプズの

政治的立場を更に鮮明ならしめるであろう。

結論的にL、えば，したがって，われわれはホッフゃズを未だ十全の意味での租税利益説

の土張者と呼ぶことはできなし、。彼の国家は個人に対して余りにも全能でありすぎると

いうことがその最大の理由である。しがし，なおそれに加えて，次のことがu、いえよう。

第ーに，彼は，富者が彼の召使いたる貧者の人格の分までも支払うということによって，

石使いたる貧者がみずから租税を支払う一個の独立した人格であることを拒否したので

あれこのことは，ホップズの人間平等論への重大な挑戦であろう。人聞の平等がなけ

れば，其の意床の契約もなく，租税協賛問題も展開されえないであろう。第 に，ホサ

ブズは，消費税推奨の最大の理由としてーぞれが人々に対してもっとも容易で感じられ

ず，不平を起こすことがもっとも少ないことをあげたのであるが，この態度は，租税利

益税の予想する態度とは正反対のものである。租税利益説の立場からすれば，そのよう

な租税は最普 Cあるどころか最悪のものでなければならない。なぜなιそのような租税

仕，人民の監視の限吾容易にのがれることによって，統治担当者の恋意の跳梁を許すこ

とになろうからであるo 歴史上の事実としてみても，類似したことが.162，年，まさに

チセーノレズ 1世の即位のさいに，議会と国王との聞に起ってし、るのであるお〉。

かくしてわれわれは，ホザプズのうちに，租税利益説の萌芽形態をみることで満足し

なければならない。たしかに，彼の個人は，それだけをとり出してみれば，租税fリ益説

28) もちろん，イギ 9スの消費税がj たとえばフランスのような惨たんたる結果を生まずj また消
費税反対運動が決定的な政治的危機をもたらす担どの力を結集しえなかったというととに関して
はJ イギリス資本主識の急速な尭展を考閣に入れなければならないであろう。島恭彦，前掲害1

173-174へージ毒照。
29) 山崎令尉世思組と財政政措.!:l7c-IOOベージ参照。
30) Wolfe， Levellers Ma叫ifestoes，p. 270 松川七郎「ウィりアム ヘティ」上巻a 昭和 33年，

岩波書庖 89-90ページに引用されているレヴエラーズの消費税反対論。なお本書の 74-95ベー
ジには内乱時代の公収λ問題が示唆的に要約されている。

31) S. Dowell， op 日 t.，Vol. 1， p. I!H 
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を担うに十分の資栴歩そなえているようにみえた。しかし，この個人個人が信約によっ

て形成する国家は，現実社会の未成熟を反映して汽個人に対立し個人を支配するとこ

ろの超越的性格壱おぴざる壱えなかった。そしてホップズは，今やこの国家の中枢たる

主権者の側にとびうつり，今は臣民という名の個人共をあやつろうとするの Cある叫。

「ときに馬があまり狂暴ならば，背中を撫でてやるものだJ ホマプズは，租税利益説

壱構成するに必要な要素の重要なものを，ほとんど整えるととができた。だカむ彼はつ

いにそれらを一個の構成物に仕上げることはできなかったのであった。そして，彼は，

そのいわば奇型的な利益説をもって，主権者の立場から，採用されたばかりの消費税そ

合理化し介護し，人民のかたい財布の日を閣かせようと苦慮していたのであった。

E 租税利益説の形成 口、yヴ

ロックは，その政治体構成の一般的手続きに関するかぎり，ホップズの後継者であろ

う判。 しかし，彼は，多くの重要t，"点でホグプズと異なってし、る。まず第一に，ホヴメ

ズの自然状態とは戦争快態にほか~らなかったのに反して，ロヅクほとの両者を厳密に

区別すべきことを要求する。ロヲクの自然状態とは， r人々が理性にしたがって共に生

活してし、る」平和状態である冊。第二に，ホップズにおし、ては，国家の保護の対象はま

ず何よりも生命であるとされたが，ロックにおいては， r人々が社会に入る大目的は財

産を平和にかっ安全に享受することである叫。」第三に， 第ーのことから当然に， 自然

状態から社会状態への移行はむしろ質的変化を伴わない過程であり，こうして形成され

る国家の中央権力も，きわめて限定された権力であって，人民の手には依然として究極

の権利が，権利として残されている問。第四に，ロ y グにお いては社会の解体と政

府の解体と壱区別しなければならない明。」そして真の意味の社会契約は，社会の形成

に引、てのみ適用され，政府の樹立にかんしては，むしろ統治の委任として考えられて

32) 現実社会の市民社会kしての未成熟はまだ彼の学問表における経済学の不在にも反映している。
T. Hobbes， Lev叫th側 p.42，水田訳 (1)， 142-143ベ←ク。 cf.T. Bonar. P如何回ρhyand

Polili.cal Economy， 1893. p. 81 
33) rホップズば謂わぱ最も新しい武器を以って官きものを守らなければならなか勺た。 f清水幾太

郎「社会と個人」新版!昭和 31年洋々社， 385ベージQ また同書 353，372-390ベジをも
審照。

34) J. Locke， TwοT吋 atisesof C“lil Gover附 n向 ts，1690， Everymans ed.， .pp. 164-165 
35) Ibid.， p. 126 
36) Ibid. p. 186 もっともロックのいう財産 (property)とは 生命， 日由J 賢産の三つを含

む。にもかかわらず，-れら三者共化 財産，い奇と Jてばで括台札口、るこ止に汗目すべきで
あろう。，

37) ホップズにおいては，権利U ，てでなし:lJeしてしか残勺てし、ないη

:38) Ibid.， p. 224。が.この区別はとき Eき忘れられている。
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いる冊。統治が人民と主権者の聞の契約にもとづいて行なわれるのならば，契約の当事

者である人民と主権者とは全〈別個の主体であわ対立関係さえ予想されようが，もし

統治が人民の代表者への委託にもとづいて行なわれるならば夏両者の関係は全く連続的

なものとなろう .0)0 だから，政府が統治の目的に反したため改変されることになった'"

としても，社会全体がゆすぶられないことは，社会の形成と政府の形成の区別によって

保証されているのであるから，この改変は，単なる代表者の交代か，もしくはおだやか

な改草に近いものであって，革命とはなりえないであろう。

ホザデズの政治理論とロックの政治理論とのこれらの差異または推移り解明は，また

ロヲクにおける租税論の変化の理解を助けるであろう。

まず第ーの点にづいては，ロソクにおける労働の概念の発展があげられよう。彼はま

ず，自然状態において， 切の事物は.人聞の労働がそれにつけ加えられ5ことによっ

て，その人閣の所有物となる叫ということを示すことによって，労働による所有という

概念一一ーしたがってまた私有財産と L、う概患を確立する。更に重要なことは，彼がつづ

いて労働による生産という概念を確立することであろう。われわれの利用する事物の百

分の九九は労働に帰せしめられる叫， と彼はし、う o ホップズにおけるように，人間の労

働の為すことが，神の与えたもうた物を拾いあげることだけ叫ならば，人聞の万物に対

する同然権は，既存の有限な物資を求めて相争う乙とになり， ι乙に当然万人対万人の

闘争をひきおとさざるをえないであろうが“に もしよ聞の労働が，いわば無から有を生

み出すという真の意味の生産をなしうるならば，各人は，自己の必要なものを他人と奪

い合うことなしに，自給自足の生活を営みうるであろう。ロ γ グの自然状態が平和状態

であることの理由の最大の一つは，ロックにおけるこの経済学の進歩にあるにちがし、な

い。第二に，労働による生産の概念は，その労働生産物の蓄積を干恕させる。だとすれ

ば，ロヲクにおいて，社会形成の最大目的が，ホマプズの生命の安全に代って財産の安

全になったということは，ロマクの個人が経済的性格をより濃厚にしはじめて来たとし、

うことでもあろう。第三に，ロザグにおいては，自然状態と社会状態が似ていることの

39) Ibid.， pp. 188. 204-205. etpassim. Also cf. J. W. Gough， 噌 cit.，pp. 127~ 133-135 
また松下圭一，前掲書.353-358ベージ参照。

40) ロッタには，主権者 (sovereign)とし、うことばが存在しなu、0
41) J. Lacke， op. cit.， p. 228. 
(2) Ibid.. p. 131 
(3) Ibid.， p. 136 己とではまた価値の紙色もあらわれる。しかしそれは使用価躍だけである，と

マルクスは指摘している。 K.Marx， Theo円 eniibe1' d帥 Mehrwert，長谷部文雄訳「剰余価
値学説史」青木文庫， (1)， 533ベージ。

44) T. Hobbes， Lcv叫tkan.p. 130. 水回訳， (2)， 145へージ。
45) 水田洋，前掲書. 116-119ベ←ジ。
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故に，前者から後者への移行の必然性はずっと弱<.個人が社会状態に入ることによっ

てうけるその権利の変化も断絶的なものではないω。 この点は，第四の，社会の形成と

政府の形成との区別と共に，ロックにおいて，すでに社会の自然的運行が徐々に認識さ

れはじめたことを示しているのであろうが，それはまた名誉革命後のイギ Pスをもあざ

やかに反映しているというべきであろう。

さて，以上のような政治理論から，し、かなる租税根拠論がひき出されるであろうか。

ロ y クは，財産権の神聖について詳し〈論じた後，次のように結論する。 r政府は多額

の費用なしには維持されえないということは真実であわしたがって，その保護の一部

を享受している全ての人が政府の維持のために自分の財産から自分の相当分を支払うと

とは適切である。しかしそれは彼自身の同意によってでなければならなし」一つまり大

多数の同意であれそれは彼ι自身によってか，彼らによって選ばれた代表者によって

与えられなければならない。なぜなら，もしだれかが，人民のこうした同意なしに，自

分自身の権威によヮて人民の上に租税を課レ徴収する権力を持ヮていると主張するなら

ば，彼はそうすることによって，財産の基本法を侵し，政府の目的をくつがえしている

からである。というのは，他人が自分の好むときに，正当な権利をもって持ち去ること

のできるものの中に，わたしはL、かなる所有権を持っているというのであろうか予 Jdl。

これまでみてきた通わロヲグにおいては租税利益説ぞ与える主要な理念が全て保証

されてし、たのであれそしてここにおいてはまた，ホップズには欠けていた租税協賛権

の思想が明瞭にうかがわれるのであるから，われわれはここで，ロ vクにおいて租税利

益説は完成したと結論してもいいであろう。

では問題は全て終るのであろうか。ロックの租税論をもっと具体的にみてみよう o 周

知のように，彼によれば，賃金への租税は賃金上昇を結果せざる壱えず，他方商品への

租税は商人によって消費者へ転熔される。だから一切の租税は結局土地所有者への負担

となる'"'。 ここでの問題はロッタのこの推論の正誤よりも，この地主税と彼の政治理論

との関連であろう。さきに彼は政府から保護をうける全ての人々の租税負担を提唱して

いた。今彼は，地主のみの租税負担を暗示するのである。この断絶号埋めるもっとも手

ヮとり早い方法1;1:，おそらく，社会契約をl結び統治者に権利を委任する人間を，ただ地

主階級に属するものに限定することであろう。そしてそれは，それほど的はずれな仮定

であろうか。人々が契約によって社会に入る最大の目的が財産の保全にあったのならば，

46) J. Locke， ot. cit， pp. 180-181 
47) Ibid.， p. 189 
48) J. Locke， Consequences of the Lowering of Interest， and Raising the Vaiue of 

Money. in M'Culloch '3 P-rinciples 01 Pohtical Ec同 omy，1870 ed.. p. 260 、
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保全すべき財産を持たない人々は，社会契約を結ぶことによってうる利益をほとんど持

たないことになろう。そして当時において理解されていた財産とは土地のことであった

とするなら，ロッグの国家は唯土地所有者だけにかかわりのあるものであった Eいわね

ばならない伺〉。

との観点かιふり返勺てみれば.'i.'際ロヅグはすでに自然状態においてさえ，その平

等の前提にもかかわらず，不平等の発生を確認していたのであった。すなわち，ロザク

によれば，人聞は金銀宝石などに架空の価値を与えることに同意することによって，自

己がすぐに消費してしまうことができる以上のものを蓄積し，またそれらのものを生U

大量の土地の私的所有に同意したのであるべ ロググの不平等の分析はここで耕ってし、

る。労働による生産の概念壱一歩大きく前進させた人が，同時に，貨幣を経て私有財産

の蓄積に進み，不平等の認識にまで至ってそこで分析を停止したということ，そしてま

たその人が同時にプノレジ=ア社会の政治原理の確立者であったとし、うことは，暗示的な

事実であるように思われる。たぶん，ロ γクが金銀宝石を「死んだ財産とみなし，生きた

資本左はみなさなかったJという理由によって， rロックが容認した宮の不平等はかれ

の愛好した機会の平等と矛盾するのではなく，両立している」刊ということもできょう J

しかし眠れる財産も財産であわそれは国家によって保護されること壱要する。こうし

た現実の小平等の認識はむろん，ロッグの観察力の鋭さを示し，彼が単なるユートピア

νとなることをさまたげているのであろうが叫， それが，彼の社会理論一一一そして租税

利益説ーーへの重大な挑戦であることも明らかであるように思われる。彼の理論が首尾

一貫性壱示しうるのは，ただ貧者号無視するかぎりにおいてである。そして彼は地代の

低下壱おそれつつ，地主の利益はまた国民全体の利益である，と断言するのである

伎が地主階綾と産業階級のどちらを介護していたのかについては問題のあるところであ

ろうが，少な〈とホ，彼が人民の大部分を占める無産者の無視の上に彼の理論を構成し

たということは，彼もまたホヅプズと同じく支配者の側に身をおく既存体制の擁護者で

49) cf， Max Deer， A History of B円 tishSocia/包sm，1919， 1948 ed.， p. 56: a.nd H. Laskl， 
The Ris8 of European Libe1'alism， 1936.石10良平訳「ヨーロッパ自由主議の発達」みすず書

房.2'ベー'y事照。
50) J._Locke， Civil Gover仰ment，pp. 139-140 
51) W_ Stark， The Ideal Founda抑制 01Eco削mi&Thou~ht ， -1943，杉山忠平訳「経辞羊の照

想的基礎」東洋経済新報社 '8へ ジ。
52) ロックは.1669年カロライナ憲怯の空軍手作った桂 ドレイの存在を承訳したばかりか ド

レイ主人の絶対権を1 戦争状態の継続とし、う名目で保証した。 cf. L. Stephen， Histo叩 '1
Rnglish Thought in the Eighteenth Century， 1876. 1962 ed.， Vol. II. p. 117. Also cf 
G. P. Gooch. Eηglish Democ日 ticIdeas in the Seventeenth Ce叫削y，2nd ed.， 1927， p 
289 

53) 1. Locke， Inte-rest， p. 266 
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あったことを示しているといえよう。事実政府二論jの序文において，彼自身はっ

きりとそう述ベている。

そして，この点は，彼の革命権の問題にわれわれを再びつれて行くであろう。たしか

に，彼の理論を論理的に押しつめれば，ぞとに革命権が明瞭に浮かび出品。しかし彼は

それを簡単には容認しないのであるべ ロッグを厳格な意味での人民主権者と呼ぶこと

はできない。

かくしてわれわれは，ロザクにおいて租税刊益説がほぼ型を整えるかに見えた瞬間，

それはすでに足もとから姻りくずされはじめていたのだといってもc'C、であろう。そし

て，ロックにおし、て租税利益説が成立しえたのも，そしてそれがはやくも危険にさらさ

れたのもロザグがまさに経済学的認識を押し進めえたからであった。平和な独立小生

産者をモデルとして社会契約説と政府形成論が，したがってまた租税利益説が形成され

ることができたと「るなら，次に，独立生産者に代って富者階般と貧者階級が出現する

なら，との新しい現象は租税矛11持説壱もおびやかすものでなければならなし、。そしてわ

れわれはこの推移のうち仁，現実社会の発展とロゥグにおけるその認識の発展が微妙な

一致と不一致壱示しつつ進朽していることをみるべきであろう。だがその追跡はここで

は行なわれなし、。

もちろん，貧者の無視ということは，当時においてはむしろ当然的行為であった。

1643年のアイアト Yによれば，王国に永久的かっ固定的な利害関係を有し，故に王国の

諸問題に関与しうる権利を持つ志のは，土地所有者と商業組合のメ νパ だけであれ

他の人々はこの王国の中に，呼吸すること以上の何らの固定した利害を有しなかった則。

グォノレテールやパークにとっても大衆は豚でありた的。

しかし，ロヅグの政治理論が貧者号無視したように，政治の現実も貧者を無視したで

あろうか。貧者を無視する政治とは，もともと形容矛盾であろう。むろん，ロザグ理論

が，近代社会形成に果した巨大な役割は，くり返じ指摘さ札ているし，またいくら強調

されてもされすぎることはなし%だが，現実の歴史的発展は，すでに自己に辛仕してく

れた理論を追い越そうとしていた。成長して行〈現実的社会は，ロザグ理論の予告する

ような，全て財産を持ち等質である個人から成るクラブのようなものではなかった。そ

れは「新しい階級関係，新しい抑庄の諸条件」を作り出したにすぎなかった。圧倒的多

数を占める貧民と極〈少数の大富者との対立的状況は，スミスが言うように，国家権力

54) ditto， Civil Governrnent， p: 193 松下圭一!前掲書， 358~ージロ

55) The Clark papers， ed， Firth， i. 299-333. and lxvii. seq，' in W. Kennedy， op. cit" 
p. 92. 

56) cf. H， Laski， Political Thoughts川 Eωgl側 d，Locke to Benth酬 ι 1920.pass包m 姻豊
章飯坂良明訳「イギリス政治思想J"岩波現代叢書l 各所参照。
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の強化を要求せずには告かないであろう。実際，富者がその大財産によって，強力にな

hつつある議会を左右し，増加しつつある貧者を支配している一方，他方では，何ら財

産を持たず，それ位に政治にも参加し口、ない貧者の大群が一一そしてそれ故にまた，

利益説の必然的帰結からすれば，何ら租税を支払う必要のないはずの貧者が一一大量の

消費税を支払っプており，その重庄はま寸ますその重さを増加しようとしていた。ウォノレ

ポーノレは，土地税を廃止Lて，それに代えるに消費税を更に重課しようとさえ試みた問。

このように，一方では，ロック理論それ自体の要素のうちの重要なものが，同時に，

その理論の必然的帰結として，その理論を終局的には崩壊させることになる要素であっ

たとするならば，また他方では，ロック理論全体が現実の発展につれて，それとのま骨離

をますます露呈することによってその知刀壱告白しなければならなくなるはずなのであ

った。

一言でいえば，租税利益説と現実社会とは，たった一点を除いてE 全く異なってし、た。

たった一点とは，人は全て租税壱支払うということである m 理論k現実は，ただとの一

点でのみ合致していた。しかし，この両者が完全に相反していたならば，問題はむしろ

簡単であったろう。そうではなくて，両者がまさにこの致命的な点において接している

ということによって，問題の複雑性は何重にもなろう。この決定的な一点の合致は，理

論を救うか現実を投うかの二者択一をむつかしくするであろうし，また，この理論と現

実の離反の様相の理解をあいまいにするであろうし，更にまた，この両者壱和解させよ

うとドう数かぎりない空しい努力を生み出すであろう。全ての人が租税壱支払ってい志

という事実から逆に判断して，全ての人が国家から利益壱得ているとなし，故に租税壱

支払うことを要求しているあの理論会体が真実であわかっ現実壱支えているのだとい

う幻想を生み出しさえするだろう。しかし，欺隔のうちにとどまるこ kに満足し社いも

のは，おそかれはやかれ，ここからの出口壱とこかに発見しなければならない。

ロ γ クの後，約4分の 3世紀を経てあらわれるスミスにおいて，これらの問題状況は

u、かなる変容の下に自己を示したか，またスミスはそれをいかに解こうとしたか，そし

て，和税利益説はこの窮地の止かでいかなる運命をたどったか，それらを概観するのが，

次のわれわれの課題である5九

57) この反対運動の成功後，イギリスの政治家は消費税ということばさえ世うことをさけるように
なったといわれる。 S.DoweU， 0ヨD.cit.， Vo1. !I， p. 104; and cf. W. Kennedy. op. c必，
pp. 99-100 

58) すでにおことわりしたように，ロックからスミスに至る間の論者に何ら言及しないととは重大
な欠陥かも知れなし、。これは全く筆者の能力の不足による。次のものを参照されたい。山崎怜，
租税思想におけるデイゲイツド ヒムーム，香川大学経済学部「研究竿報J[所収;1961年，108
144ベージ。同I ケイムズ卿の租税根拠諭 J. r香川大経済論叢J37巻2.3合併号所収昭和
39年8月， 211-249へージ。


